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１ 計画の見直しにあたって 

１ 趣旨 

「第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画」は、子ども子育て支援法（平成 24 年 8

月 22 日号外法律第 65 号）第６１条の規定に基づき、教育・保育及び地域子ども・子育

て支援事業の提供体制の確保による業務の円滑な実施を目的に、令和 2 年 3 月に策定しま

した。 

しかし、本計画も中間年を迎え、利用希望である「量の見込」並びに提供体制の確保内

容及びその実施時期を定める「確保方策」の計画値が実績値と大きくかい離している場合、

均衡の取れた教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供に支障をきたすことが見

込まれることから、地域の実状に即した必要な見直しを行うこととしました。 

 

２ 見直しのための考え方 

 「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中間年の見直しのための考え方に

ついて」（内閣府令和４年３月 18 日事務連絡）に基づき、見直しを実施しました。 

 

３ 対象期間 

令和５年度・令和６年度 

 

４ 対象事業 

（1） 「第４章 事業計画 ４－２．幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策 （４）

教育・保育提供区域別の幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策」における、教

育・保育提供区域別の認定区分ごとの量の見込み及び確保方策 

（2）「第４章 事業計画 ４－３．地域子ども・子育て支援事業の量の見込と確保方策」

における、各事業の量の見込み及び確保方策・今後の方向性 
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２ 幼児期の教育・保育の量及び確保方策の見直し 

 

安定した幼児期の教育・保育を提供するため、幼児期の教育・保育の利用実績を把握し、

就学前児童数の推移、幼児期の教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定

区分ごとに量の見込み及び確保方策の見直しを行いました。 

（１）見直し値の算定 

 ①平成 29 年度から令和 3 年度までにおける、各年度 4 月 1 日現在の年齢別人口数【住

民基本台帳人口】を基礎数値とする。 

 ②令和５年度以降の年齢別人口の推計値は、過去 5 年間【平成 29 年度～令和３年度】

の人口増減率の平均値を、令和３年度以降の年齢別人口に乗じて算出する。 

 ③量の見直し値は、過去 2 年間【令和２年度～令和３年度】の入所率の平均値を、②に

より算出した年齢別人口の推計値に乗じて算出する。 

（２）量の見込み及び確保方策の修正 

①量の見込み 

認定区分ごとの量の見込みは、見直し値が計画値と比較して原則１０％以上かい離し

た部分について修正しました。 

②確保方策 

令和５年度から明澄幼稚園が認定こども園に移行することに伴い、富津・大佐和地区

の確保方策について修正しました。 
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〇教育・保育提供区域別の幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策 

富津・大佐和地区（明澄幼稚園、富津保育園、青堀保育園、飯野保育所、大佐和幼稚

園、大貫保育園、和光保育園、吉野保育所、佐貫保育所） 

 

 

 

天羽地区（認定こども園みなと幼稚園、中央保育所、竹岡保育所、金谷保育所、峰上

保育所） 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） 計画値 ２５４人 ２９８人 ４１人 １３７人 ２４８人 ２９１人 ４０人 １３２人 ２３４人 ２７４人 ３８人 １２８人

確保方策（②） 計画値 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人

特定教育・保育施設 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人

３５０人 ０人 ０人 ０人 ３５０人 ０人 ０人 ０人 ３５０人 ０人 ０人 ０人

②－① 計画値 ９６人 ７７人 １４人 ４３人 １０２人 ８４人 １５人 ４８人 １１６人 １０１人 １７人 ５２人

確認を受けない幼稚園

年度 令和５年度 令和６年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） 計画値 ２２９人 ２６８人 ３７人 １２３人 ２２２人 ２６０人 ３６人 １１８人

見直し案 ２１０人 ２７８人 １７人 １３９人 １９７人 ２５６人 １６人 １３４人

確保方策（②） 計画値 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ３５０人 ３７５人 ５５人 １８０人

見直し案 ２２２人 ４０２人 ５２人 １８６人 ２２２人 ４０２人 ５２人 １８６人

特定教育・保育施設 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人 ０人 ３７５人 ５５人 １８０人

見直し案 １４２人 ４０２人 ５２人 １８６人 １４２人 ４０２人 ５２人 １８６人

３５０人 ０人 ０人 ０人 ３５０人 ０人 ０人 ０人

見直し案 ８０人 ０人 ０人 ０人 ８０人 ０人 ０人 ０人

②－① 計画値 １２１人 １０７人 １８人 ５７人 １２８人 １１５人 １９人 ６２人

１２人 １２４人 ３５人 ４７人 ２５人 １４６人 ３６人 ５２人

確認を受けない幼稚園

確保方策－量見込    見直し後

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） 計画値 １６人 ６８人 ９人 ４７人 １６人 ７０人 ９人 ４５人 １５人 ６５人 ８人 ４２人

確保方策（②） 計画値 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

特定教育・保育施設 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

②－① 計画値 ５４人 １０６人 １０人 ２２人 ５４人 １０４人 １０人 ２４人 ５５人 １０９人 １１人 ２７人

年度 令和５年度 令和６年度

区分 １号認定 ２号認定 ３号認定 １号認定 ２号認定 ３号認定

０歳 １・２歳 ０歳 １・２歳

量の見込み（①） 計画値 １５人 ６３人 ８人 ４０人 １４人 ６２人 ７人 ３８人

見直し後 ５人 ３２人 ５人 ３２人

確保方策（②） 計画値 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

特定教育・保育施設 ７０人 １７４人 １９人 ６９人 ７０人 １７４人 １９人 ６９人

確認を受けない幼稚園 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人

②－① 計画値 ５５人 １１１人 １１人 ２９人 ５６人 １１２人 １２人 ３１人

１４人 ３７人 １４人 ３７人確保方策－量見込    見直し後
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３ 地域子ども・子育て支援事業の見直し 

子ども・子育て支援法第59条では、各市町村は自ら策定した子ども・子育て支援事業計

画に沿って、同法第１～13号に掲げられている「地域子ども・子育て支援事業」を行うこ

ととされています。 

同法に基づき、市では令和２年3月に事業計画を策定し、13事業を実施してきました。 

地域子ども・子育て支援事業の「量の見込み」の見直しについては、国の「見直しの考え

方」において、教育・保育の「量の見込み」の見直しに併せて、必要に応じ行うこととされ

ています。 

全体的に量の見込みに対し、おおむね確保方策がとられていることから、今回の見直しに

はニーズ調査を行わず、原則的には計画値と令和２年度及び令和３年度の実績値を比較し、

事業の実施状況や利用状況等に照らし合わせ、見直しを行いました。 
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（１）利用者支援事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子ども及び保護者等の身近な場所で教育・保育施設や地域の子育て

支援事業等の情報提供や相談・助言を行うとともに、関係機関との

連携を行う事業です。 

見直し案 
市役所本庁及び地域交流支援センターに子育てに関する相談等が

寄せられていることから、量の見込みを２か所に修正する。 

今後の方向性 引き続き、2 か所で実施します。 

  

 

 
 

 

（２）地域子育て支援拠点事業（地域子育て支援センター） 

提供区域 各区域 

事業内容 

未就学の子どもとその保護者を対象に、親子で遊ぶ中で子育てに関

する情報交換や交流、仲間づくりができる場所を提供する事業で

す。 

見直し案 

全ての地区において、量の見込みに対し実績値がかい離しているこ

とから、令和２年度・令和３年度の実績値の平均値に量の見込みを

修正する。 

また、確保方策は、令和４年度に富津・大佐和地区に３か所確保す

る計画であったが、これまでの実績値が確保方策を満たしているこ

とから、２か所に修正する。 

今後の方向性 周知に努め、利用の促進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所
見直し案 2か所 2か所

確保方策（②） 1か所 2か所 2か所 2か所 2か所
計画値 0か所 1か所 1か所 1か所 1か所
見直し案 0か所 0か所

実績値（③） 1か所 2か所
③-① 0か所 1か所
量の見込みに対する割合 100.0% 200.0%
③-② 0か所 0か所
確保方策に対する割合 100.0% 100.0%

量の見込み（①）

②-①
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富津・大佐和地区 

 

 

天羽地区 

 

 

全地区 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 933人 943人 956人 968人 990人
見直し案 2,335人 2,335人

確保方策
人数（②） 5,000人 5,000人 5,000人 5,000人 5,000人
施設数 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所

計画値 4,067人 4,057人 4,044人 4,032人 4,010人
見直し案 2,665人 2,665人

実績値
人数（③） 2,444人 2,227人
施設数 １か所 １か所

③-① 1,511人 1,284人
262.0% 236.2%

③-② ▲ 2,556人 ▲ 2,773人
48.9% 44.5%

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合

②-①

量の見込み（①）

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 5,555人 5,722人 5,894人 6,071人 6,253人
見直し案 7,438人 7,598人

確保方策
計画値 15,000人 15,000人 20,000人 20,000人 20,000人
見直し案 15,000人 15,000人
計画値 ３か所 ３か所 ４か所 ４か所 ４か所
見直し後 ３か所 ３か所
計画値 9,445人 9,278人 14,106人 13,929人 13,747人
見直し案 7,562人 7,402人

実績値
人数（③） 5,732人 4,963人
施設数 2か所 2か所

③-① 177人 ▲ 759人
103.2% 86.7%

③-① ▲ 9,268人 ▲ 10,037人
38.2% 33.1%

量の見込み（①）

確保方策に対する割合

量の見込みに対する割合

人数（②）

施設数

②-①
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（３）妊婦健診 

提供区域 全市域 

事業内容 

より安全で安心な出産を支援するために、妊娠中に指定医療機関に

おいて14回を限度に基本的な健診を受ける費用を公費負担する事

業です。 

見直し案 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みとかい離してい

るが、量の見込み（人数）である母子健康手帳交付数の過去５か年

間の推移により算出した、令和５年度及び令和６年度の量の見込み

（人数）が、計画値とかい離していないとから修正しない。 

※母子健康手帳交付見込 

令和５年度：120 人 令和６年度：111 人 

今後の方向性 修正なし 

 

 

 

（４）乳児家庭全戸訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

子育ての孤立を防ぐため、生後４か月までの乳児のいる全ての家庭

を保健師・助産師等が訪問し、子育て支援に関する情報提供、育児

や産後の生活の相談、養育環境等の把握を行う事業です。 

見直し案 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みを上回っている

ため、量の見込みを令和２年度・令和３年度の実績値に基づき修正

する。 

今後の方向性 修正なし 

 

 

  

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
1,932人回 1,862人回 1,764人回 1,694人回 1,638人回

138人 133人 126人 121人 117人
健診回数 14回 14回 14回 14回 14回

確保方策

実績値（③） 2,225人回 1,647人回
③-① 293人回 ▲ 215人回
量の見込みに対する割合 115.1% 88.5%

量の見込み（①）
人数（②）

実施場所：指定医療機関
実施方法：受診券の発行

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 195人回 188人回 178人回 171人回 166人回
見直し案 223人回 216人回

確保方策

実績値（②） 249人回 231人回
②-① 54人回 43人回
量の見込みに対する割合 127.6% 122.9%

量の見込み（①）

実施体制：保健師、助産師（委託契約）による訪問
実施機関：健康づくり課
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（５）養育支援訪問事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、養育に関する指導・助言を行

うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

見直し案 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みを上回っている

ため、量の見込を令和２年度・令和３年度実績値の平均値に修正す

る。 

今後の方向性 修正なし 

 

 

 

（６）子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の疾病や冠婚葬祭等の理由により、家庭において子どもを一

時的に養育できない場合に児童養護施設等で預かる事業です。 

≪事業種類≫短期入所生活援助事業（ショートステイ事業）、夜間

養護等事業（トワイライトステイ事業） 

見直し案 
令和４年度に委託施設を確保する予定であったが、令和３年度に確

保できたため、修正しない。 

今後の方向性 サービス利用に係る周知に努めます。 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 7人 7人 7人 7人 7人
見直し案 16人 16人

確保方策

実績値（②） 13人 18人
②-① 6人 11人
量の見込みに対する割合 185.7% 257.2%

量の見込み（①）

実施体制：保健師による訪問
実施機関：健康づくり課

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
2人日 2人日 2人日 2人日 2人日

確保方策
延べ人数（②） 0人 0人 365人 365人 365人
施設数 0か所 0か所 1か所 1か所 1か所

▲ 2人 ▲ 2人 363人 363人 363人
実績値

延べ人数（③） － １人日
施設数 － 1か所

③－① － ▲ 1人
量の見込みに対する割合 － 50.0%

１人日
確保方策に対する割合 100.0%

量の見込み（①）

②－①

③-②
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（７）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

提供区域 全市域 

事業内容 

地域において、乳幼児や小学生等の預かり等の援助を希望する者

（利用会員）と、援助を行うことを希望する者（提供会員）との相

互援助活動に対する連絡・調整を実施する事業です。 

見直し案 

令和３年度の実績値が量の見込みと大きくかい離しているため、量

の見込み及び確保方策を令和３年度実績値及び令和４年度実績見

込値の平均値に修正する。 

今後の方向性 会員登録と利用の促進を図ります。 

 

 

  

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 339人日 389人日 439人日 489人日 489人日
　　　　見直し案 33人日 33人日
計画値 339人日 389人日 439人日 489人日 539人日
　　　　見直し案 33人日 33人日
計画値 0人日 0人日 0人日 0人日 50人日
　　　　見直し案 0人日 0人日

実績値（③） 344人日 21人日 44人日 （見込）
③-① ５人日 ▲ 368人日 ▲ 395人日
量の見込みに対する割合 101.4% 5.4% 10.0%
③-② 5人日 ▲ 368人日 ▲ 395人日
確保方策に対する割合 101.4% 5.4% 10.0%

量の見込み（①）

確保方策（②）

②－①
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（８）一時預かり事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
育児中のストレス解消や冠婚葬祭など家庭での保育が一時的に困

難になったときに、保育所等で一時的に預かる事業です。 

見直し案 

〇幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

富津・大佐和地区については、令和 5 年度から明澄幼稚園が認定こ

ども園に移行することを踏まえ、量の見込み及び確保方策を、明澄

幼稚園の令和２年度・令和３年度の新 1 号認定者に係る実績値の平

均値に大佐和幼稚園の令和２年度・令和３年度の実績値の平均値を

加えた数値に修正する。 

天羽地区については、令和 2 年度と 3 年度における実績値のかい

離が大きいことから、令和 4 年度の実績見込値を算出し、令和２年

度実績値・令和４年度実績見込値の平均値に修正する。 

〇保育所（園）における一時預かり 

富津・大佐和地区については、量の見込み及び確保方策を令和２年

度・令和３年度の実績値の平均値に修正する。 

天羽地区については、地域交流支援センターでの事業開始により、

令和 2 年度と 3 年度における実績値のかい離が大きいことから、

令和 4 年度の実績見込値を算出し、令和３年度実績値・令和４年度

実績見込値の平均値に修正する。また、施設数についても修正する。 

今後の方向性 修正なし 

 

○幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育） 

富津・大佐和地区（明澄幼稚園（R5.4～認定こども園）、大佐和幼稚園） 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 10,080人 10,375人 10,686人 11,014人 11,359人
見直し案 4,300人 4,300人

確保方策
計画値 10,080人 10,375人 10,686人 11,014人 11,359人
見直し案 4,300人 4,300人
計画値 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 8,162人 11,903人
施設数 2か所 2か所

③-① ▲ 1,918人 1,528人
80.9% 114.7%

③-② ▲ 1,918人 1,528人
80.9% 114.7%確保方策に対する割合

量の見込み（①）

人数（②）

施設数
②-①

量の見込みに対する割合
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天羽地区（認定こども園みなと幼稚園） 

 

 

全地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 377人 365人 353人 342人 331人
見直し案 420人 420人

確保方策
計画値 377人 365人 353人 342人 331人
見直し案 420人 420人

施設数 計画値 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値 （見込）
人数（③） 481人 978人 358人
施設数 1か所 1か所 1か所

③-① 104人 613人 5人
127.5% 267.9% 101.4%

③-② 104人 613人 5人
127.5% 267.9% 101.4%

量の見込み（①）

人数（②）

②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 10,457人 10,740人 11,039人 11,356人 11,690人
見直し案 4,720人 4,720人

確保方策
計画値 10,457人 10,740人 11,039人 11,356人 11,690人
見直し案 4,720人 4,720人
計画値 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 8,643人 12,881人
施設数 3か所 3か所

③-① ▲ 1,814人 2,141人
82.6% 119.9%

③-② ▲ 1,814人 2,141人
82.6% 119.9%

量の見込み（①）

人数（②）

施設数
②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合
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○保育所（園）における一時預かり 

富津・大佐和地区（富津保育園、青堀保育園、飯野保育所、大貫保育園、吉野保育所、佐貫保育所） 

 

 

天羽地区（中央保育所、竹岡保育所、金谷保育所、峰上保育所、地域交流支援センター） 

 

 

全地区 

 
 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 587人 596人 607人 619人 632人
見直し案 260人 260人

確保方策
計画値 587人 596人 607人 619人 632人
見直し案 260人 260人
計画値 6か所 6か所 6か所 6か所 6か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 218人 301人
施設数 6か所 6か所

③-① ▲ 369人 ▲ 295人
37.1% 50.5%

③-② ▲ 369人 ▲ 295人
37.1% 50.5%確保方策に対する割合

量の見込み（①）

人数（②）

施設数
②-①

量の見込みに対する割合

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 129人 125人 121人 117人 113人
見直し案 144人 144人

確保方策
計画値 129人 125人 121人 117人 113人
見直し案 144人 144人
計画値 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所 ４か所
見直し案 5か所 5か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値 （見込）
人数（③） 45人 145人 142人
施設数 4か所 5か所 5か所

③-① ▲ 84人 20人 21人
34.8% 116.0% 117.3%

③-② ▲ 84人 20人 21人
34.8% 116.0% 117.3%

量の見込み（①）

人数（②）

施設数

②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 716人 721人 728人 736人 745人
見直し案 404人 404人

確保方策
計画値 716人 721人 728人 736人 745人
見直し案 404人 404人
計画値 10か所 10か所 10か所 10か所 10か所
見直し案 11か所 11か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 263人 446人
施設数 10か所 11か所

③-① ▲ 453人 ▲ 275人
36.7% 61.8%

③-② ▲ 453人 ▲ 275人
36.7% 61.8%確保方策に対する割合

量の見込み（①）

人数（②）

施設数

②-①

量の見込みに対する割合
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（９）延長保育事業 

提供区域 各区域 

事業内容 
保育認定を受けた子どもについて、11 時間の開所時間を超えて保育

を実施する事業です。 

見直し案 
全ての地区について、量の見込み及び確保方策を令和２年度・令和３

年度の実績値の平均値に修正する。 

今後の方向性 修正なし 

 

富津・大佐和地区（富津保育園、青堀保育園、大貫保育園、和光保育園） 

 

 

天羽地区（中央保育所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 255人 256人 257人 258人 259人
見直し案 143人 143人

確保方策
計画値 255人 256人 257人 258人 259人
見直し案 143人 143人
計画値 4か所 4か所 4か所 4か所 4か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 158人 127人
施設数 4か所 4か所

③-① ▲ 97人 ▲ 129人
62.0% 49.6%

③-② ▲ 97人 ▲ 129人
62.0% 49.6%

量の見込み（①）

人数（②）

施設数
②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 10人 12人 14人 16人 18人
見直し案 3人 3人

確保方策
計画値 10人 12人 14人 16人 18人
見直し案 3人 3人

施設数 計画値 １か所 １か所 １か所 １か所 １か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 2人 3人
施設数 1か所 1か所

③-① ▲ 8人 ▲ 9人
20.0% 25.0%

③-② ▲ 8人 ▲ 9人
20.0% 25.0%

量の見込み（①）

人数（②）

②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合
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全地区 

 

 

（１０）病後児保育事業 

提供区域 全市域 

事業内容 
病後児について、家庭での保育に欠ける場合に保育園等の専用スペ

ースで看護師等が一時的に保育を行う事業です。 

見直し案 

量の見込みについて、令和２年度・令和３年度の実績値の平均値に、

令和 5 年度から事業を開始する大貫保育園における実績見込値を

加えた数値に修正する。 

確保方策について、計画数値に、大貫保育園における受入可能人数

を加えた数値に修正する。また、施設数についても修正する。 

今後の方向性 サービス利用に係る周知に努めます。 

 

全市域（富津保育園、大貫保育園（R5.4～）、地域交流支援センター） 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 265人 268人 271人 274人 277人
見直し案 146人 146人

確保方策
計画値 265人 268人 271人 274人 277人
見直し案 146人 146人
計画値 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所
計画値 0人 0人 0人 0人 0人

実績値
人数（③） 160人 130人
施設数 5か所 5か所

③-① ▲ 105人 ▲ 138人
60.3% 48.5%

③-② ▲ 105人 ▲ 138人
60.3% 48.5%

量の見込み（①）

人数（②）

施設数
②-①

量の見込みに対する割合

確保方策に対する割合

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 372人 362人 344人 333人 322人
見直し案 986人 986人

確保方策
計画値 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人 1,500人
見直し案 2,385人 2,385人
計画値 2か所 2か所 2か所 2か所 2か所
見直し案 3か所 3か所
計画値 1,128人 1,138人 1,156人 1,167人 1,178人
見直し案 1,399人 1,399人

実績値
人数（③） 619人 774人
施設数 2か所 2か所

③-① 247 412
166.3% 213.8%

③-② ▲ 881人 ▲ 726人
41.2% 51.6%確保方策に対する割合

量の見込み（①）

人数（②）

施設数

②-①

量の見込みに対する割合
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（１１）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

提供区域 各区域 

事業内容 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学校に就学している児

童に対し、放課後に適切な遊びや生活の場を提供して、児童の健全

な育成を図る事業です。 

見直し案 

〇富津地区 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みとかい離してい

るため、量の見込みを令和５年度・令和６年度の推計児童数に、学

校区ごとの放課後児童クラブ利用率を乗じて算出した放課後児童

クラブ利用児童見込数に修正する。 

〇大佐和地区 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みとかい離してい

るが、令和４年度の実績見込値は計画値とかい離していないことか

ら修正しない。 

〇天羽地区 

令和２年度及び令和３年度の実績値が量の見込みを上回っている

ため、量の見込みを、令和３年度実績値及び令和４年度実績見込値

の平均値に修正する。 

〇確保方策 

全地区において、計画策定後に開所したクラブや増加した単位の定

員を加えた数値に修正する。 

今後の方向性 引き続き、受入枠の確保に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

富津地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 119人 128人 135人 144人 154人
見直し案 101人 99人

計画値 37人 38人 41人 44人 47人

見直し案 34人 34人

計画値 35人 38人 40人 43人 45人

見直し案 28人 28人

計画値 19人 21人 22人 23人 25人

見直し案 18人 17人

計画値 11人 12人 12人 13人 14人

見直し案 12人 10人

計画値 9人 10人 11人 11人 12人

見直し案 7人 8人

計画値 8人 9人 9人 10人 11人

見直し案 2人 2人
確保方策

計画値 162人 187人 187人 187人 187人
見直し案 255人 255人

施設数 計画値 5か所 5か所 5か所 5か所 5か所

計画値 43人 59人 52人 43人 33人

見直し案 111人 101人

実績値
登録児童数（③） 90人 93人
小学１年生 32人 32人
小学２年生 21人 24人
小学３年生 17人 17人
小学４年生 13人 9人
小学５年生 6人 9人
小学６年生 1人 2人
施設数 3か所 4か所

③-① ▲ 29人 ▲ 35人
量の見込みに対する割合 75.6% 72.7%
③-② ▲ 72人 ▲ 94人
確保方策に対する割合 55.6% 49.7%

量の見込み（①）

②－①

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生

登録児童数（②）
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大佐和地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
77人 82人 87人 93人 99人

24人 25人 26人 28人 30人

23人 24人 26人 27人 29人
12人 13人 14人 15人 16人
7人 8人 8人 9人 9人
6人 6人 7人 7人 8人
5人 6人 6人 7人 7人

確保方策
登録児童数（②） 120人 120人 120人 120人 120人

計画値 3か所 3か所 3か所 3か所 3か所
見直し案 4か所 4か所
計画値 43人 38人 33人 27人 21人
見直し案 56人 54人

実績値 （見込）

登録児童数（③） 61人 97人 81
小学１年生 13人 27人 14
小学２年生 10人 18人 17
小学３年生 13人 16人 14
小学４年生 13人 15人 12
小学５年生 7人 15人 12
小学６年生 5人 6人 12
施設数 4か所 4か所 4か所

③-① ▲ 16人 15人 ▲ 6人
量の見込みに対する割合 79.2% 118.3% 93.1%
③-② ▲ 59人 ▲ 23人 ▲ 39人
確保方策に対する割合 50.8% 80.8% 180.8%

量の見込み（①）

施設数

②－①

小学１年生
小学２年生
小学３年生
小学４年生
小学５年生
小学６年生
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天羽地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 26人 28人 30人 32人 34人
見直し案 68人 68人

計画値 8人 8人 9人 10人 10人

見直し案 19人 19人

計画値 8人 8人 9人 9人 10人

見直し案 16人 16人

計画値 4人 5人 5人 5人 6人

見直し案 12人 12人

計画値 2人 3人 3人 3人 3人

見直し案 7人 7人

計画値 2人 2人 2人 3人 3人

見直し案 7人 7人

計画値 2人 2人 2人 2人 2人

見直し案 7人 7人
確保方策

登録児童数（②） 計画値 35人 35人 35人 35人 35人
見直し案 80人 80人

施設数 1か所 1か所 1か所 1か所 1か所

計画値 9人 7人 5人 3人 1人

見直し案 12人 12人

実績値 （見込）

登録児童数（③） 36人 62人 73人
小学１年生 11人 18人 20人
小学２年生 4人 12人 17人
小学３年生 8人 8人 13人
小学４年生 9人 10人 7人
小学５年生 3人 11人 8人
小学６年生 1人 3人 8人
施設数 １か所 １か所 １か所

③-① 10人 34人 43人
量の見込みに対する割合 138.4% 221.4% 243.3%
③-② 1人 27人 28人
確保方策に対する割合 102.8% 177.1% 277.1%

量の見込み（①）

②－①

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生
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全地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
計画値 222人 238人 252人 269人 287人
見直し案 262人 266人

計画値 69人 71人 76人 82人 87人

見直し案 81人 83人

計画値 66人 70人 75人 79人 84人

見直し案 71人 73人

計画値 35人 39人 41人 43人 47人

見直し案 45人 45人

計画値 20人 23人 23人 25人 26人

見直し案 28人 26人

計画値 17人 18人 20人 21人 23人

見直し案 21人 23人

計画値 15人 17人 17人 19人 20人

見直し案 16人 16人
確保方策

計画値 317人 342人 342人 342人 342人
見直し案 455人 455人

計画値 9か所 9か所 9か所 9か所 9か所

見直し案 10か所 10か所
計画値 95人 104人 90人 73人 55人
見直し案 193人 189人

実績値
登録児童数（③） 187人 252人
小学１年生 56人 77人
小学２年生 35人 54人
小学３年生 38人 41人
小学４年生 35人 34人
小学５年生 16人 35人
小学６年生 7人 11人
施設数 8か所 9か所

③-① ▲ 35人 14人
量の見込みに対する割合 84.2% 105.9%
③-② ▲ 130人 ▲ 90人
確保方策に対する割合 58.9% 73.7%

量の見込み（①）

登録児童数（②）

施設数

②－①

小学１年生

小学２年生

小学３年生

小学４年生

小学５年生

小学６年生
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（１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

提供区域 全市域 

事業内容 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、教育・保育に必要な実費徴

収に係る費用を助成する事業です。 

幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援新制度

未移行幼稚園を利用する世帯収入 360 万円未満及び第 3 子以降の

施設等利用給付認定子どもに対し、施設が徴収する副食材費の助成

を実施します。 

見直し案 なし 

今後の方向性 修正なし 

 

（１３）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

提供区域 市全域 

事業内容 

多様な事業者の能力を活用するため、新規参入施設等の事業者への

巡回支援を行うほか、特別な支援が必要な子どもを受け入れる認定

こども園の設置者に対して、職員の加配に必要な費用の一部を補助

する事業です。 

小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動について、当該

集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点か

ら、その利用料の一部を給付する事業です。 

見直し案 なし 

今後の方向性 修正なし 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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資料１ 国の指針 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制並びに子ども・子育て支援給付及び

地域子ども・子育て支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成二十六年内

閣府告示第百五十九号） 抄 

 

第三 子ども・子育て支援事業計画の作成に関する事項 

六 その他 

３ 子ども・子育て支援事業計画の達成状況の点検及び事項 

（略） 

法の施行後、支給認定を受けた保護者の認定区分ごとの人数が、二の２の（一）又

は四の２の（一）により定めた当該認定区分に係る量の見込みと大きく乖離している

場合には、適切な基盤整備を行うため、計画の見直しが必要となる。このため、市町

村は、支給認定の状況を踏まえ、計画期間の中間年を目安として、必要な場合には、

市町村子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。都道府県においても、市町

村子ども・子育て支援事業計画の見直し状況等を踏まえ、必要な場合には、都道府県

子ども・子育て支援事業計画の見直しを行うこと。なお、この場合において見直し後

の子ども・子育て支援事業計画の期間は、当初の計画期間とすること。 
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資料２ 見直しの経過 

 

期日 概要 

令和４年３月 18 日 《国》「第二期市町村子ども・子育て支援事業計画等に関する中

間年の見直しのための考え方について」発出 

令和４年 4 月～6 月 第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画に係る見直し方針の検

討 

令和４年７月 22 日 令和４年度第 1 回富津市子ども・子育て会議 

「第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直し

方針」（案）を審議し、決定 

令和４年８月～11 月 見直し作業 

令和４年 12 月 16 日 令和４年度第２回富津市子ども・子育て会議 

「第Ⅱ期富津市子ども・子育て支援事業計画の中間年の見直し

（素案）」を審議 

令和５年  月  日 令和４年度第３回富津市子ども・子育て会議 
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資料３ 富津市子ども・子育て会議設置条例 

平成 25 年９月 25 日条例第 14 号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、富津

市子ども・子育て会議（以下「会議」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 会議は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 77 条第１項各号に

掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第３条 会議は、委員 15 人以内をもって組織する。 

 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

  (１) 子どもの保護者 

  (２) 事業主を代表する者 

  (３) 労働者を代表する者 

  (４) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

  (５) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。 

 ２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

 ２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

 ３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 ４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは

説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第７条 会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮っ

て定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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資料４ 富津市子ども・子育て会議委員名簿 

（令和４年７月２２日～令和５年 11 月 13 日） 

 委員区分 氏名 備考 

1 子どもの保護者  安藤 沙耶佳 市民公募 

2 子どもの保護者  牧野 裕紀子 公立保育所保護者 

3 子どもの保護者  中田 弓恵 私立保育園保護者 

4 子どもの保護者  武内 友子 私立幼稚園保護者 

5 子どもの保護者  尾坂 順子 
富津市ＰＴＡ連絡協議会 

副会長 

6 事業主代表  岩濱 真也 
イオンモール富津 

ゼネラルマネージャー 

7 労働者代表  宮原 俊一 
連合千葉 

南総地域協議会 幹事 

8 事業従事者  棟方 淳子 富津市立吉野保育所長 

9 事業従事者 〇鈴木 秀弘 和光保育園副園長 

10 事業従事者  君塚 善恵 明澄幼稚園 主任 

11 事業従事者  今井 常夫 
認定こども園 

みなと幼稚園 園長 

12 事業従事者  茂木 聖信 
放課後児童クラブあおぞら 

合資会社もてぎ 代表社員 

13 学識経験者  宗政 朱利 
清和大学 

短期大学部 専任講師 

14 学識経験者 ◎三木 千明 
富津市議会 

教育福祉常任委員会委員長 

15 学識経験者  保坂 典江 富津市教育センター 所長 

 ※ ◎は会長、○は副会長  （順不同・敬称略） 

 

 



 

 

 

 


